
下水道事業の概要
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　　１　下水道について
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　(1)　水の循環

海や地上から蒸発した水が雲をつくって雨に

浄水場できれいになった水は、
私たちの家庭や、工場へ。

私たちが使い、汚れた水は、下水道管を通って、下水処理場へ。

地下に浸透

川から海へ

地表を流れ、
川へ…

降った雨は、、、
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　水は、雨として空から大地に降り注ぎ、川や地下水となり、生活水となります。

　生活排水や川の水はいずれも海に流れますが、いろいろな所で蒸発しているため、やがてそれ
らが雲となって、再び雨になります。
　このように、水が形を変え、地球上を巡ることを「水の循環」と言います。

下水処理場できれいにした
水を、海や川へ放流。



　(2)　下水道の役割　1/2
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ア　公衆衛生の向上（街を清潔にする）

　生活や生産活動に伴って発生する汚水を処理
して、快適で衛生的な生活が営めるようにします。

　汚水は下水道管を流れ、下水処理場に集めら
れて浄化されます。

　汚れた水が停滞せず、蚊やハエなどの害虫や
悪臭の発生が防げ、街がきれいに保たれます。

イ　生活環境の改善（トイレの水洗化等）

　トイレが水洗になることで、家の中の悪臭が抑
制され、快適な生活が送れます。

　また、台所などからの汚水も下水道に流せるの
で、街が清潔になります。



　(2)　下水道の役割　2/2
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ウ　公共用水域の水質保全

　川、湖、海などをきれいにして、生態系を守りま
す。

　下水道は、汚水を収集、運搬、処理することから、
河川などの公共用水域の水質汚濁の防止に積極
的な役割を果たし、公共用水域の水質保全が図
られます。

エ　街を浸水から守る

　降った雨をすばやく排除して、浸水から街を守り
ます。

　近年、雨の降り方が変わってきており、集中豪
雨、ゲリラ豪雨の年間発生件数が増加しています。

　市街地の雨をすみやかに排除し、私たちの暮ら
しを守ることも下水道の大きな役割です。



　(3)　下水の排除方式

7

　下水を下水道管で流す方法には、合流式と分流式の２つの方法があります。

分流式下水道
　汚水と雨水を、別々の下水道管で流す方法

合流式下水道
　汚水と雨水を、同じ下水道管で流す方法

◆日本の下水道は、合流式下水道の整備が主流でした。
　⇒「浸水防除」と「生活環境の改善」のために、雨水と汚水を速やかに排除

◆昭和45（1970）年に「公共用水域の水質の保全」が下水道整備の目的に追加
　⇒以降、多くの自治体で分流式下水道が採用されるようになりました。

◎本町でも、分流式下水道を採用しています。



　(4)　汚水の流下ルート（分流式下水道）
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　家庭や工場などからでた汚水は、下水道管を通って、下水処理場へ運ばれます。

家庭から出た汚水は、

下水道管へ流れ込みます。

下水道管は、汚水が自然に流れて
いくように勾配をつけて埋設されて
いて、だんだん太く、深くなります。

下水道管が深くなると、ポンプで汲み上げ、
また高いところから流し込みます。

下水処理場に送られた汚水は、
さまざまな施設や設備できれ
いにされます。



　(5)　汚水処理の方法（京都府洛南浄化センターの場合）
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（出典：京都府洛南浄化センターパンフレット（平成28年４月発行）、一部加筆）

　家庭や工場からでた汚水などは、下水処理場できれいな水に処理されます。

【沈砂池】
下水の中にある
大きなごみや砂
を取り除きます。

【最初沈殿池】
沈砂池では沈まなかった
細かい汚れを、時間をか
けて沈めます。

【生物反応槽】
微生物が下水の汚れを食べます。
また、凝集剤を注入してリンを除
去します。（高度処理）

【消毒棟】

きれいになった処理水を
さらに塩素で消毒します。

【最終沈殿池】
汚れを食べて大きく
なった微生物が沈み、
水がきれいになります。

【急速ろ過池】

砂ろ過等の層を通して、
細かな浮遊物を除く。



　　２　久御山町の下水道
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本町のマンホール蓋のデザイン

久御山町下水道キャラクター
～　スマッシー　～

『スマッシー』の由来
水を『澄ます』、カエルを水に『住ます』から

“スマッシー”と名付けられました。



　(1)　久御山町の下水道の特徴
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　ア　下水の区分
　　・下水道事業　・・・　汚水排除
　　・都市整備課　・・・　雨水排除

　イ　下水処理場
　　・木津川流域下水道　・・・　本町は、京都府の木津川流域下水道に参画しており、淀川の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三川合流の八幡市にある洛南浄化センターで汚水処理を行っ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ています。京都府が管理するこの施設は、久御山町を含む６市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２町の汚水処理を行っており、処理水は宇治川に放流されてい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます。
　　・伏見処理区　　　　　 ・・・　本町の大橋辺地区の汚水は京都市公共下水道へ流入しており、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  京都市の伏見水環境保全センターで汚水処理され、処理水は宇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  治川に放流されています。

　※　久御山町では、下水処理場を持っていません。

　ウ　下水の排除方式
　　　 本町の下水の排除方式は、汚水と雨水を分ける「分流式」を採用しており、汚水だけが下
　　水処理場へ流れるようになっています。



　(2)　久御山町下水道事業の現状
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　ア　下水道事業のあゆみ
　　　 久御山町の下水道事業は、昭和58年に事業の認可を受け、事業に着手して以来、順次
　　事業計画区域を拡大しながら下水道整備を進めてきました。（平成元年度共用開始）

　イ　管渠延長
　　　 整備済みの下水道管渠の延長は、令和２年３月末現在で約１０７㎞となっています。

　※下水道管渠とは　・・・　下水道管と人孔（マンホール）からなり、下水道管の種類には
　　　　　　　　　　　　　　　　　鉄筋コンクリート管（ヒューム管）、硬化塩化ビニル管、鋼管、
　　　　　　　　　　　　　　　　　ダクタイル鋳鉄管などがあります。

　ウ　人口普及率と水洗化率
　　　 令和２年３月末現在で人口普及率は９９．９％に達しています。そのうち下水道を使用し
　　ている水洗化率は、９８．６％となっています。

　　　　※人口普及率　・・・　汚水処理区域内の人口の割合
　 水洗化率 ・・・　水洗便所設置済人口の割合

　エ　現在の汚水処理区域と整備状況
　　　 市街化区域の全域４２３．６㏊と市街化調整区域１８４．７㏊を合わせた合計６０８．３㏊を
　  事業計画区域としています。事業計画区域に対して令和２年３月末現在で５１７．３１㏊を整
　  備し、整備率は約８５％となっています。



　　３　下水道事業の財政状況
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　(1)　収益的収支
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　下水道管渠の維持・管理や汚水処理など、下水道事業の日々の活動で発生する収入及び支出

平成２９年度
（法適用）

平成３０年度 令和元年度
（決算見込）

収
益
的
収
入

営業収益 ５２５，７４８ ４７６，９２３ ５１１，８５２

うち 下水道使用料 ５２５，０９７ ４７５，１０８ ５０９，６２４

営業外収益 ２３９，８７９ ２４０，６３０ ２２７，６９５

うち 他会計補助金 １７，４７１ １５，２１６ １３，０９８

うち 長期前受金戻入 ２２２，０８５ ２２４，９３８ ２１４，２１９

特別利益 １４，１８８ ７２１ ７６７

収　入　合　計 ７７９，８１５ ７１８，２７４ ７４０，３１４

収
益
的
支
出

営業費用 ６２５，４８９ ６４８，６４４ ６４９，９６６

うち 職員給与費 ２２，２９６ ２２，６８０ ２３，３４４

うち 下水道維持管理負担金 １９１，５７１ ２０１，７５８ ２０４，８６０

うち 減価償却費 ３５６，７１９ ３６０，３５２ ３５２，４２７

営業外費用 ８０，６３４ ７１，２７２ ６１，５６３

うち 企業債利息 ８０，１７２ ７０，２４５ ６０，９７９

特別損失 １２，２８０ ３４７ ４１８

支　出　合　計 ７１８，４０３ ７２０，２６３ ７１１，９４７

当期純利益（△は純損失） ６１，４１２ △１，９８９ ２８，３６７

（単位：千円 ・ 税抜）



　(2)　資本的収支
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　下水道管渠の布設や施設の改良など投資活動で発生する収入及び支出

平成２９年度
（法適用）

平成３０年度 令和元年度
（決算見込）

資
本
的
収
入

補助金（国庫補助金） ５，０００ １６，０００ １４，０００

企業債 ２０，０００ ３６，８００ ６１，４００

他会計補助金 ２９，９８３ ２６，８１２ ２３，０４３

出資金 １５３，９８３ １５０，３４６ １６１，５０２

収　入　合　計 ２０８，９６６ ２２９，９５８ ２５９，９４５

資
本
的
支
出

建設改良費 ６５，０２０ ９２，６７２ １２１，７１６

うち 職員給与費 ５，３０９ ５，７２９ ６，４３８

企業債償還金（元金） ２８４，４４６ ２７７，３３０ ２６７，８９５

支　出　合　計 ３４９，４６６ ３７０，００２ ３８９，６１１

差引（△は不足額） △１４０，５００ △１４０，０４４ △１２９，６６６

補
て
ん
財
源

消費税等資本的収支調整額 ３，０３７ ４，１６０ ７，６８６

当年度分損益勘定留保資金 １３４，６３４ １３５，８８４ １２１，９８０

引継金 ２，８２９ ０ ０

（単位：千円 ・ 税込）



　(3)　貸借対照表
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　下水道事業が保有する資産、負債及び資本を、総括的に表示した財務諸表

平成２９年度
（法適用）

平成３０年度 令和元年度
（決算見込）

資
産

固定資産 １０，８５９，９４２ １０，５８８，２６７ １０，４１０，２２６

流動資産 ２５８，８３６ ２３１，０２５ ２９０，９７５

うち 現金・預金 １６４，０３７ １３８，４４３ １８１，１０２

資　産　合　計 １１，１１８，７７８ １０，８１９，２９２ １０，７０１，２０１

負
債
・資
本

負
債

固定負債 ２，７５１，２６４ ２，５２０，１６８ ２，３２８，２４７

流動負債 ３３５，３２６ ２９７，６４８ ２９８，０７７

繰延収益 ６，４３２，９４８ ６，２５３，８７９ ６，１３７，４１１

負　債　合　計 ９，５１９，５３８ ９，０７１，６９５ ８，７６３，７３５

資
本

資本金 １，５３７，８２８ １，６８８，１７４ １，８４９，６７６

うち 固有資本金 １，３８３，８４５ １，３８３，８４５ １，３８３，８４５

うち 出資金 １５３，９８３ ３０４，３２９ ４６５，８３１

剰余金（利益剰余金） ６１，４１２ ５９，４２３ ８７，７９０

うち 未処分利益剰余金 ６１，４１２ ５６，３２３ ８４，６９０

資　本　合　計 １，５９９，２４０ １，７４７，５９７ １，９３７，４６６

負　債　・　資　本　合　計 １１，１１８，７７８ １０，８１９，２９２ １０，７０１，２０１

（単位：千円 ）



　(4)　企業債残高の推移
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　　事業着手以来、公共下水道の建設事業や流域下水道の建設負担金のために借入れて
　きた企業債の残高は、平成１５年度の約５０．５億円をピークに減少が続き、令和元年度末
　で約２５．８億円となっています。
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※令和元年度末の町民１人当たりの企業債残高　約１６万円



　(5)　下水道使用料について　1/2
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　ア　使用料の区分
　　・一般用　・・・　臨時用以外のもの
　　・臨時用　・・・　工事その他の理由により公共下水道を一時使用するもの

　イ　使用料体系
　　・二部使用料制　・・・　基本使用料と超過使用料の組み合わせた体系

　　・累進使用料制　・・・　汚水量の増加に応じて段階的に単価が高くなる体系

区分
基本使用料（１か月）

超過使用料（汚水量１㎥につき）
汚水量 金額

一般用 １０㎥まで ８５８円

１１㎥から
２０㎥まで

２１㎥から
３０㎥まで

３１㎥から
５０㎥まで

５１㎥から
１００㎥まで

１０１㎥から
２００㎥まで

９１円 ９６円 １００円 １０５円 １１０円

２０１㎥から
５００㎥まで

５０１㎥から
１，０００㎥まで

１，００１㎥から
５，０００㎥まで

５，００１㎥
以上

１２４円 １３４円 １４３円 １５３円

臨時用 ５０㎥まで ８，５７２円

５１㎥以上

１７２円

使用料表 （税抜）



　(5)　下水道使用料について　2/2
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　京都府下２２市町の下水道使用料を比較すると、久御山町は３番目に安くなっています。
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 一般家庭用・月２０㎥使用した場合の下水道使用料で比較
 （令和２年４月１日現在 ・ 税込額）

※　各市町の例規集（ＨＰ掲載）により調査したものであり、実際の使用料の適用日とは異なる場合があります。

京都府２６市町のうち、上水が簡易水道のみの４町を除いています。



　　４　下水道事業の課題
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　(1)　施設の老朽化　1/2

21

　ア　下水道管渠の状況
　　・管渠延長約１０７㎞のうち、法定耐用年数（５０年）を超えている管渠は約３．６㎞となっています。

　　・今後、計画的に老朽管渠の修繕・改築を進めるために財源の確保が必要となります。

【年度別管渠延長の状況】
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※共用開始前に栄地区で使用されていたコミュニティプラント
　（小規模下水処理装置）用の管渠について、民間から受贈されたもの

ピーク時の年間布設延長
平成１５年度：約６．２㎞
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　イ　圧力方式の管路システムの状況
　　・本町では、地形等の理由により自然流下方式の採用が困難な７地域に圧力方式の管路シス
　　 テムを導入しています。（マンホール形式ポンプ場：４か所、真空ステーション：３か所）
　　・マンホール形式ポンプ場のうち、３か所が法定耐用年数（１５年）を超過しています。
　　・真空ステーションについては、維持管理費用の負担増加（マンホール形式ポンプ場の約３倍）
　　 といった課題があります。

マンホール形式ポンプ場

施設名 大橋辺ＭＰ 下津屋ＭＰ 川端ＭＰ 東一口ＭＰ

施工年度 平成３年度 平成１３年度 平成１６年度 令和元年度

経過年数 ２８年 １８年 １５年 ０年

設置個数 ２基 ２基 ２基 ２基

　※真空ステーションとは
　　・・・　ポンプにより管路の中を真空にし、大気圧との差圧を利用して汚水を収集するシステム。

【圧力管路システム一覧】

真空ステーション

施設名 村内真空Ｐ 新久保真空Ｐ 中内真空Ｐ

施工年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２２年度

経過年数 １０年 ９年 ９年

設置個数 ２基 ２基 ２基

　※大橋辺ＭＰ：平成25年度にポンプ１基更新　　下津屋ＭＰ：平成30年度にポンプ２基更新
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　一般会計繰入金

　　ア　基準内繰入金　・・・　地方公営企業法で、一般会計において負担するものとされている経
　　　　　　　　　　　　　　　　　 費に充てるため一般会計から公営企業会計に繰入される補助金、
　　　　　　　　　　　　　　　　　 負担金、出資金等。毎年総務省から各地方公共団体に「繰出基準」
　　　　　　　　　　　　　　　　　 として経費負担のルールが通知されます。

　　イ　基準外繰入金　・・・　公営企業会計の資金不足を補てんするためなどに繰入れる上記の
　　　　　　　　　　　　　　　　　 「繰出基準」に基づかない繰入金。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 

下水処理費における公費（繰入金）と私費（使用料）の負担区分

汚　　水 雨　水

維持管理費 資本費 維持管理費 資本費

公費

（一般会計繰入金）
私費 私費

公費

（一般会計繰入金） 公費

基準内 基準外 使用料 使用料 基準外 基準内

　　　　　の部分　・・・　受益者負担の原則に基づく理論上の使用料対象経費
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一般会計繰入金の状況

区　　　　　分
平成２９年度

（法適用）
平成３０年度

令和元年度
（決算見込）

基準内

収益的収入 １７，４７１ １５，２１６ １２，２６９

資本的収入 ２９，９８３ ２６，８１２ ２３，０４３

計 ４７，４５４ ４２，０２８ ３５，３１２

基準外

収益的収入 ０ ０ ８２９

資本的収入 １５３，９８３ １５０，３４６ １６１，５０２

計 １５３，９８３ １５０，３４６ １６２，３３１

合　　　　　計 ２０１，４３７ １９２，３７４ １９７，６４３

（単位：千円）

※資金不足（単年度キャッシュベースでの収支不足）を、基準外繰入金（一般会計出資金）で賄っています。

　公費負担（一般会計繰入金）と受益者負担（使用料）のあり方について、検討する必要がある。


